
 

2021年 1月 14日 

各位 

 

 

 

 

 

2021年 2月期第 3四半期報告書の提出期限延長申請に関する承認のお知らせ 

 

 

当社は、本日付けで、企業内容等の開示に関する内閣府令第 17条の 15の 2第 4項に規定する四

半期報告書の提出期限延長申請に関する承認を受けましたので、お知らせいたします。 

株主・投資家の皆様をはじめ、取引先及び関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしますこ

とをお詫び申し上げます。 

 

記  

 

1. 対象となる四半期報告書 

2021年 2月期第 3四半期報告書（自 2020年 9月 1日 至 2020年 11月 30日） 

 

2. 延長前の提出期限 

2021年 1月 14日 

 

3. 延長後の提出期限 

2021年 2月 15日 

 

4. 今後の予定 

 当社は、2021年 1月 14日公表の「2021年 2月期第 3四半期報告書の提出期限延長に関する承

認申請書提出のお知らせ」に記載のとおり、延長後の提出期限である 2021 年 2 月 15 日までに、

社内調査委員会の調査結果を踏まえ、監査法人による追加監査手続等を経て、2021年 2月期第 3

四半期報告書の提出を行う予定です。 

   また、2021年 2月期第 3四半期短信の公表も、2021年 2月 15日までに行う予定です。 

以上  

会 社 名 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 平野  能章 

（コード番号 8203 東証第一部、福証） 

 問合せ先 取締役執行役員経営企画室長 鳥 越  寛 

（TEL 092-233-1379） 


